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政
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
民
主
党

政
権
で
は
昨
年
九
月
に
障
害
者
自

立
支
援
法
の
廃
案
が
決
定
さ
れ
、

現
在
、
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進

会
議
等
で
障
が
い
者
総
合
福
祉
法

に
つ
い
て
議
論
が
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
最
近
は
与
党
内
で
、
自
立
支

援
法
に
は
、
利
用
者
負
担
や
障
害

程
度
区
分
な
ど
の
課
題
が
あ
る
も

の
の
、
障
害
者
が
地
域
で
普
通
に

暮
ら
す
こ
と
や
自
立
と
共
生
の
社

会
作
り
を
目
標
と
す
る
理
念
に
つ

い
て
は
あ
ら
た
め
て
評
価
さ
れ
始

め
て
い
ま
す
。そ

の
よ
う
な
中
で
、

自
立
支
援
法
の
良
い
と
こ
ろ
は
伸

ば
し
、
悪
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は

見
直
し
て
行
き
な
が
ら
、
新
法
へ

展
開
を
し
て
行
く
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
進
め
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
当

初
の
予
定
通
り
、
旧
法
施
設
等
は

平
成
二
十
三
年
度
末
を
も
っ
て
一

旦
新
体
系
の
事
業
へ
展
開
し
、
そ

の
後
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
想

定
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
し
か

し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
廃
案
が

決
ま
っ
て
い
る
事
業
へ
の
移
行
に

は
納
得
が
い
か
な
い
と
い
う
批
判

も
あ
る
よ
う
で
す
。

 

 
そ
の
後
の
政
策
委
員
会
 
最
上

太
一
郎
氏
の
講
演
で
は
、
現
在
進

行
中
の
制
度
改
革
推
進
会
議
の
構

成
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
、
当
事
者

中
心
の
原
則
か
ら
障
害
当
事
者
の

委
員
が
多
数
選
任
さ
れ
て
お
り
、

活
発
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
が
、
知
的
障
害
の
分
野
か
ら

は
、
ピ
ー
プ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
よ
り

土
本
委
員
と
全
日
本
育
成
会
か
ら

大
久
保
委
員
が
参
加
し
て
い
る
も

の
の
、
身
体
、
精
神
障
害
分
野
の

各
代
表
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
主
張

が
強
く
、
意
見
が
十
分
に
反
映
さ

れ
な
い
よ
う
な
状
況
が
あ
る
よ
う

だ
と
の
懸
念
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

障
が
い
者
総
合
福
祉
法
の
検
討
の

過
程
で
、
知
的
障
害
に
対
し
て
必

要
な
配
慮
や
視
点
が
き
ち
ん
と
盛

り
込
ま
れ
る
た
め
に
、
推
進
会
議

の
も
と
に
設
置
さ
れ
る
部
会
等
へ

の
参
画
が
果
た
さ
れ
、
今
後
の
議

論
に
加
わ
れ
る
よ
う
、
関
係
者
の

更
な
る
運
動
や
活
動
等
の
努
力
が

必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

 

 
最
後
に
、
弁
護
士
の
川
島
志
保

氏
よ
り
、「
障
害
者
権
利
条
約
と
虐

待
防
止
法
」
に
つ
い
て
の
特
別
講

義
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
冒
頭
、

「
地
域
移
行
」
や
「
街
で
暮
ら
す

こ
と
」
は
恩
恵
で
は
な
い
、
自
分

が
住
み
た
い
場
所
で
好
き
な
よ
う

に
暮
ら
す
こ
と
は
、憲

法
･条

約
に

定
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
と
、
条

文
や
分
か
り
易
い
実
例
な
ど
を
用

い
て
解
説
頂
き
ま
し
た
。
弁
護
士

と
い
う
立
場
か
ら
は
、「
最
初
に
権

利
あ
り
き
」
で
、
本
来
は
こ
の
あ

た
り
ま
え
の
こ
と
が
実
現
す
る
よ

う
に
、
国
や
関
係
者
が
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
と
の
こ
と
。
少
な
く

と
も
私
は
、
そ
の
よ
う
に
権
利
を

は
じ
め
に
意
識
し
て
仕
事
を
し
て

来
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
非
常
に

強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
感
じ
ま
し
た
。

あ
ら
た
め
て
「

( 人
と
し
て

) 普
通

に
街
に
暮
ら
す
こ
と
」に

つ
い
て
、

深
く
考
え
る
機
会
に
な
っ
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
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去
る
二
月
十
二
日

( 金
) に

、
大

正
区
支
部
の
柳
沢
笑
子

( ご
母
堂

)

様
が
、
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

 

 
去
る
三
月
三
日

( 水
) に

、
ワ
ー

ク
ス
い
け
じ
ま
支
部
の
多
田
一
治

（
ご
尊
父
）
様
が
、
ご
逝
去
さ
れ

ま
し
た
。

 

 
慎
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
、

ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

 

 ◇◇ ◇◇
    四

月
部
会
等
日
程
案
内

四
月
部
会
等
日
程
案
内

四
月
部
会
等
日
程
案
内

四
月
部
会
等
日
程
案
内
    

☆
地
域
活
動
・
就
労
支
援
事
業
所
 

協
議
会
 

四
月
十
三
日
（
火
）
午
後
一
時
 

（
三
〇
三
、
四
号
室
）
 

☆
学
齢
期
部
会

 

四
月
十
九
日
（
月
）
午
前
十
時

 

( 三
〇
二
号
室
）

 

☆
地
域
生
活
支
援
部
会
 

四
月
十
五
日
（
木
）
午
前
十
時
 

（
三
〇
五
号
室
）
 

☆
支
部
連
絡
会
 

四
月
十
五
日
（
木
）
午
後
一
時
 

（
三
〇
一
号
室
）

 

  

☆
月
例
役
員
会
 

四
月
七
日
（
水
）
午
前
十
時
 

（
居
宅
事
業
所
会
議
室
）
 

☆
施
設
長
会
 

四
月
十
四
日
(水
)午

後
一
時
半
 

（
居
宅
事
業
所
会
議
室
）
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